
  
○仙台市社会教育委員会議規則  

昭和二八年四月一七日  
仙台市教育委員会規則第四号  

(目 的 )  
第 一 条  仙 台 市 社 会 教 育 委 員 の 会 議 (以 下 「 会 議 」 と い う 。 )に つ い て は 、 こ

の 規 則 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  
(平 一 五 、 一 〇 ・ 改 正 )  

(委 員 長 及 び 副 委 員 長 )  
第 二 条  会 議 に 、 委 員 長 及 び 副 委 員 長 を 置 き 、 社 会 教 育 委 員 (以 下 「 委 員 」

と い う 。 )の 互 選 に よ り 定 め る 。  
2 委 員 長 及 び 副 委 員 長 の 任 期 は 二 年 と す る 。 但 し 、 再 任 を 妨 げ な い 。  
3 前 項 の 任 期 は 就 任 の 日 か ら 起 算 す る 。  
4 委 員 長 又 は 副 委 員 長 に 欠 員 を 生 じ た と き は 補 充 す る こ と が で き る 。 補 充

し た 委 員 長 又 は 副 委 員 長 の 任 期 は 前 任 者 の 残 任 期 間 と す る 。  
(平 一 五 、 一 〇 ・ 改 正 )  

第 三 条  委 員 長 は 会 議 を 招 集 し 、 そ の 議 長 と な る 。  
2 副 委 員 長 は 委 員 長 を 補 佐 し 委 員 長 に 事 故 あ る と き 又 は 欠 け た と き は そ の

職 務 を 代 理 す る 。  
(平 一 五 、 一 〇 ・ 改 正 )  

(会 議 の 種 類 )  
第 四 条  会 議 は 定 例 会 及 び 臨 時 会 と す る 。  
2 定 例 会 は 年 六 回 と し 、 臨 時 会 は 必 要 あ る と き 招 集 す る 。  

(平 一 五 、 一 〇 ・ 改 正 )  
(議 事 及 び 議 決 )  

第 五 条  会 議 は 、 委 員 の 過 半 数 が 出 席 し な け れ ば 、 開 く こ と が で き な い 。  
2 議 事 は 、 出 席 委 員 の 過 半 数 で こ れ を 決 し 、 可 否 同 数 の と き は 議 長 の 決 す

る と こ ろ に よ る 。  
(平 一 五 、 一 〇 ・ 改 正 )  

(会 議 と 教 育 委 員 会 の 事 務 局 と の 関 係 )  
第 六 条  委 員 長 は 、議 案 そ の 他 に 関 し 必 要 あ る と き は 、教 育 委 員 会 の 事 務 局

(以 下 「 教 育 局 」 と い う 。 )の 職 員 の 出 席 を 求 め る こ と が で き る 。  
(昭 三 三 、 二 ・ 平 一 五 、 一 〇 ・ 改 正 )  

第 七 条  教 育 局 の 職 員 は 、 会 議 に 出 席 し て 、 意 見 を 述 べ る こ と が で き る 。  
(昭 三 三 、 二 ・ 平 一 五 、 一 〇 ・ 改 正 )  

(部 会 )  
第 八 条  会 議 に 、 必 要 に 応 じ て 部 会 を 置 く こ と が で き る 。  
2 部 会 に 属 す べ き 委 員 は 、 委 員 の 互 選 に よ り 定 め る 。  
3  部 会 に 部 会 長 を 置 き 、 当 該 部 会 に 属 す る 委 員 (以 下 「 部 会 員 」 と い う 。 )

資料４ 



の 互 選 に よ り 定 め る 。  
4 第 三 条 第 一 項 の 規 定 は 、 部 会 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第

三 条 第 一 項 中「 委 員 長 」と あ る の は「 部 会 長 」と 、「 会 議 」と あ る の は「部

会 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  
(平 一 五 、 一 〇 ・ 全 改 )  

(庶 務 )  
第 九 条  会 議 の 庶 務 は 、 教 育 局 生 涯 学 習 部 生 涯 学 習 課 に お い て 処 理 す る 。  

(平 一 五 、 一 〇 ・ 追 加 )  
(細 則 )  

第 十 条  こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、必 要 な 事 項 は 、教 育 長 が 別 に こ れ を

定 め る 。  
(平 一 五 、 一 〇 ・ 旧 第 九 条 繰 下 )  

附  則  
こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 昭 和 二 十 八 年 三 月 一 日 か ら 適 用 す る 。 

附  則 (昭 三 三 、 二 ・ 改 正 )  
こ の 規 則 は 、公 布 の 日 か ら 施 行 し 、昭 和 三 十 二 年 十 二 月 一 日 か ら 適 用 す る 。 

附  則 (平 一 五 、 一 〇 ・ 改 正 )  
こ の 規 則 は 、 平 成 十 五 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  


